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東京都民生委員・児童委員
キャラクター「ミンジー」

問い合わせ みなとリサイクル清掃事務所清掃事業係
 ☎3450－8025　℻  3450－8063

民生委員・児童委員～５月12日は「民生委員・児童委員の日」～
　民生委員・児童委員は、厚生労働
大臣から委嘱され、地域住民の身近
な相談相手としてボランティアで活
動しています。高齢者や障害者、子
育て中の人等の福祉に関する相談に
応じ、必要な福祉サービスの紹介
や、適切な機関への橋渡し等を行っ
ています。
　お住まいの地域の委員を知りたい
場合は、港区茜をご覧いただくか、
お住まいの地域の総合支所区民課保
健福祉係へお問い合わせください。

こんな活動をしています
たんぽぽクラブ

　おおむね0～4歳のお子さんとその保護者の
ための交流の場です。現在、区内10カ所の児
童館等の子育て支援施設で開催しています。民
生委員・児童委員が交流のお手伝いをしていま
すので、気軽に遊びに来てください。 たんぽぽクラブ

活動等を紹介する
パネル展示を行います

とき 　5月12日（火）～18日（月）
ところ 　各総合支所等
※ 地区によって、実施日時および会場が異な
ります。詳しくは、港区茜をご覧ください。

◀港区茜
問い合わせ 　各総合支所区民課保健福祉係　☎欄外参照
　　　　　　 保健福祉課地域福祉支援係　☎3578－2381

◆各総合支所区民課保健福祉係◆　芝地区☎3578－3161　麻布地区☎5114－8822　赤坂地区☎5413－7276　高輪地区☎5421－7085　芝浦港南地区☎6400－0022

戸別訪問収集・粗大ごみの運び出し収集を行っています
　ご自身で資源やごみを出すことが困難な人を対象に、みなとリサイクル清掃事務所の
職員が、玄関先まで収集に伺うサービスを無料で行っています。

対象
　次のいずれかに該当する人のみで構成する世帯で、自力でごみ等を集
積所まで搬出することが困難(粗大ごみの場合は、自力で屋外へ搬出す
ることが困難)で、近隣住民等の協力が得られない世帯
（1）65歳以上の人
（2） 介護保険法に規定する要介護認定を受けている人
（3） 身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を

受けている人
（4） 一部の指定難病または特殊疾病に罹患している人
（5）母子健康手帳の交付を受けた妊婦
（6） 産後1年を経過する月の前月末日までの、子どもを養育するひとり

親世帯

可燃ごみ・不燃ごみ・資源プラスチック・資源
(古紙・びん・かん・ペットボトル)・粗大ごみ

費用 　無料
※ 粗大ごみの運び出し収集は、有料粗大ごみ処理券の貼付が
必要です（生活保護世帯等は除く）。
申し込み
　電話またはファックスで、みなとリサイクル清掃事務所清
掃事業係へ。職員が自宅を訪問し、状況等を確認した上で、
実施の可否を決定します。

対象とする
資源・ごみ

民生委員・
児童委員

区・関係機関

ご相談を受け、必要な支
援を受けられるよう、区
や関係機関へつなぎます

支援

相談 連携

見守り・
助言

区民

区民
● 介護・子育て・生活に
不安がある

● 福祉サービスの窓口が
分からない

●ご近所のことが心配 見守り・ご近所のことが心配

地域の身近な
相談相手

蚊の発生を抑えましょう
　蚊は5月頃から活動を始め、
夏に発生のピークを迎えます。
蚊の発生を抑えることで、蚊が
媒介する感染症の拡大も防ぐこ
とができます。

問い合わせ
生活衛生課生活衛生相談係
 ☎6400－0043 港区茜

　蚊が媒介する感染症は、デング熱、ジカウイルス感染症、
チクングニア熱、ウエストナイル熱等があります。蚊が媒介する感染症

　道路上の雨水ますは
水がたまる構造で、蚊

が発生する原因になるため、成虫になること
を抑える薬剤を5～10月の間、毎月1回投入
しています。
　また、6～10月の間、区内5カ所の公園で
蚊のウイルス保有調査を実施しています。調
査結果は、毎月港区茜に掲載しています。

区の取り組み　蚊の防除は、幼虫
（ボウフラ）対策が効

果的です。幼虫は、水がたまる場所を
なくせば発生しません。水がたまる場
所は、バケツや空き缶、植木鉢の水受
け皿等、身近なところにあります。家
の周りを点検し、水がたまる場所をな
くしましょう。

蚊の防除


